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（別紙） 

電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈についての一部改正（案） 新旧対照表 

○電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（２０１３０６０５商局第３号） 【別表第十関係】         （下線部分は改正部分） 

改正案 現 行 
別表第十 雑音の強さ 
 
第 1章共通事項 
１適用区分 
1.1適用章別 
電気用品の各品目について雑音の強さを測定する必要がある場合は、 

その測定方法及び許容値等は次表の適用章別による。表に記載のない品 
目、多機能を有する機器、機器の構造上表の適用章別が適切でない場合 
は、1.2の取扱いを基に判断する。 
 
 
別表第四 配線器具 
 （略） 

 
 
別表第七 小形交流電動機 
 （略） 
 

 
 

別表第十 雑音の強さ 
 
第 1章共通事項 
１適用区分 
1.1適用章別 
電気用品の各品目について雑音の強さを測定する必要がある場合は、 

その測定方法及び許容値等は次表の適用章別による。表に記載のない品 
目、多機能を有する機器、機器の構造上表の適用章別が適切でない場合 
は、1.2の取扱いを基に判断する。 
 
 
別表第四 配線器具  
 （略） 
 
 
別表第七 小形交流電動機 
 （略） 
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別表第八 電熱器具 

電気用品名等 
適用章別/ 
基準番号 

電気便座 
～（略） 

電気温水器 

 
（略） 

 
（略） 

電熱式吸入器  J55014-1 
電気温きゅう器  J55014-1 
その他の家庭用電熱治療器 家庭用温熱治療器 J55014-1 
タオル蒸し器 
～（略） 
電熱式おもちや 

 
（略） 

 
（略） 

 
 

別表第八 電動力応用機械器具 
電気用品名等 適用章別/ 

基準番号 政令品名 省令における細部品目等 
電気ポンプ 
 ～（略） 
電気噴霧機 

 
（略） 

 
（略） 

 

電気マッサージ器  J55014-1 
電動式吸入器  J55014-1 

家庭用電動力応用治療器 
指圧代用器 
その他の家庭用電動力応用治療器 

J55014-1 

電動式おもちや 
 ～（略） 
浴槽用電気温水循環浄化器 

 
（略） 

 
（略） 

別表第八 電熱器具 

電気用品名等 適用章別 

電気便座 
～（略） 

電気温水器 

 
（略） 

 
（略） 

電熱式吸入器  5 
電気温きゅう器  5 
その他の家庭用電熱治療器 家庭用温熱治療器 5 
タオル蒸し器 
～（略） 
電熱式おもちや 

 
（略） 

 
（略） 

 
 

別表第八 電動力応用機械器具 
電気用品名等 

適用章別 
政令品名 省令における細部品目等 

電気ポンプ 
 ～（略） 
電気噴霧機 

 
（略） 

 
（略） 

 
電気マッサージ器  5 
電動式吸入器  5 

家庭用電動力応用治療器 
指圧代用器 
その他の家庭用電動力応用治療器 

5 

電動式おもちや 
 ～（略） 
浴槽用電気温水循環浄化器 

 
（略） 

 
（略） 
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別表第八 光源及び光源応用機械器具 

電気用品名等 適用章別/
基準番号 政令品名 省令における細部品名等 

写真焼付器 
 ～（略） 
エル・イー・ディー・電灯器具 

 

（略） 

 

（略） 

広告灯 
（デジタル技術応用機器以外） J55015 
（デジタル技術応用機器） J55032 

検卵器  J55015 

電気消毒器（殺菌灯）  J55015 

 
家庭用光線治療器 

（アーク放電によるもの） J55014-1 

（赤外線または紫外線によるもの） J55015 

充電式携帯電灯  J55015 

複写機 （削除） J55032 

＊：マグネトロンはＩＳＭ用指定周波数で動作するものとする。 
 
 
別表第八 電子応用機械器具 

電気用品名等 適用章別/
基準番号 政令品名 省令における細部品名等 

電子時計  J55032 

 
 
別表第八 光源及び光源応用機械器具 

電気用品名等 適用章別/
基準番号 政令品名 省令における細部品名等 

写真焼付器 
 ～（略） 
エル・イー・ディー・電灯器具 

 

（略） 

 

（略） 

広告灯 （新設） 7 

検卵器  J55015 

電気消毒器（殺菌灯）  J55015 

 
家庭用光線治療器 

（赤外線ヒーター又はアーク放電によるも
の） 

5 

（ランプによるもの） 7 

充電式携帯電灯  J55015 

複写機 
（電磁誘導加熱利用のもの） ２及び４ 

（その他のもの） 4 

＊：マグネトロンはＩＳＭ用指定周波数で動作するものとする。 
 
 
別表第八 電子応用機械器具 

電気用品名等 
適用章別 

政令品名 省令における細部品名等 
電子時計  4 
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電子式卓上計算機  J55032 

電子式金銭登録機  J55032 

電子冷蔵庫  5 

インターホン （削除） J55032 

電子楽器 
（電子鍵盤楽器、音源モジュール、その他の
電子楽器及びその周辺機器） 

J55032 

ラジオ受信機  J55032 

テープレコーダー  J55032 

レコードプレーヤー （レコードプレーヤー、レコードオートチェンジャ
ー） 

J55032 

ジュークボックス  J55032 

電子式卓上計算機  4 

電子式金銭登録機  4 

電子冷蔵庫  5 

インターホン 
（搬送式インターホン） 2 
（デジタル半導体素子応用インターホン） 4 
（その他のインターホン） 5 

電子楽器 
（電子鍵盤楽器、音源モジュール、その他の
電子楽器及びその周辺機器） 

3 

ラジオ受信機  3 

テープレコーダー  3 

レコードプレーヤー （レコードプレーヤー、レコードオートチェンジャ
ー） 

3 

ジュークボックス  3 
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その他の音響機器 

（ステレオ、電蓄、レシーバー、プリメインアン
プ、プリアンプ、パワーアンプ、イコライザーアン
プ、マイクミキシングアンプ、サウンドデコーダ
ー、サウンドプロセッサー、ＦＭチューナ、ＡＭ
チューナ、拡声装置、ラジオ付きテープレコー
ダー、ノイズリダクションユニット、ＣＤプレーヤ
ー、ＣＤオートチェンジャー、アンプ付スピー
カ、ＭＤプレーヤー、ＭＤレコーダー、テレビチ
ューナ（スピーカ又は音声出力端子付）、
ＢＳチューナ、ＣＳチューナ、文字多重アダ
プター、ビデオディスクプレーヤー、ＤＶＤプレ
ーヤー、ＤＶＤレコーダー、ＨＤＤレコーダー
等） 

（削除） 

 
 
 
 
 
 

J55032 

ビデオテープレコーダー （削除） J55032 

消磁器  J55032 
テレビジョン受信機 （ビデオモニター） J55032 
テレビジョン受信機用ブース
ター 

 
J55032 

高周波ウエルダー 
 ～（略） 
超音波洗浄機 

 
（略） 

 
（略） 

電子応用遊戯器具 （削除） J55032 

高周波脱毛器  2 

 
 
 
 
 
 
その他の音響機器 

（ステレオ、電蓄、レシーバー、プリメインアン
プ、プリアンプ、パワーアンプ、イコライザーアン
プ、マイクミキシングアンプ、サウンドデコーダ
ー、サウンドプロセッサー、ＦＭチューナ、ＡＭ
チューナ、拡声装置、ラジオ付きテープレコー
ダー、ノイズリダクションユニット、ＣＤプレーヤ
ー、ＣＤオートチェンジャー、アンプ付スピー
カ、ＭＤプレーヤー、ＭＤレコーダー、テレビチ
ューナ（スピーカ又は音声出力端子付）、
ＢＳチューナ、ＣＳチューナ、文字多重アダ
プター、ビデオディスクプレーヤー、ＤＶＤプレ
ーヤー、ＤＶＤレコーダー、ＨＤＤレコーダー
等で高周波変調器を有しないもの） 

 
 
 
 
 
 
3 

（上欄と同品目で高周波変調器を有するも
の） 

３及び８ 

ビデオテープレコーダー 
（高周波変調器を有しないもの） ３ 
（高周波変調器を有するもの） ３及び８ 

消磁器  5 
テレビジョン受信機 （ビデオモニター） 3 
テレビジョン受信機用ブース
ター 

 
3 

高周波ウエルダー 
 ～（略） 
超音波洗浄機 

 
（略） 

 
（略） 

電子応用遊戯器具 
（高周波変調器を有しないもの） ４ 
（高周波変調器を有するもの） ４及び８ 

高周波脱毛器  2 



6 
 

家庭用低周波治療器  J55014-1 

家庭用超音波治療器 
（ISM用指定周波数を利用するもの） J55011 
（その他のもの） J55014-1 

家庭用超短波治療器  J55011 
 
 
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機 

電気用品名等 適用章別/
基準番号 政令品名 省令における細部品名等 

電灯付家具 
 ～（略） 
雑音防止器 

 
（略） 

 
（略） 

 

医療用物質生成器  J55014-1 
磁気治療器  J55014-1 

家庭用電位治療器 （削除） J55014-1 

電気冷蔵庫（吸収式） 
 ～（略） 
携帯発電機 

 
（略） 

 
（略） 

備考：表中の＊印は、家具に取り付けられた電気機械器具に適用される章を適用する。 
 
 
1.2適用方法 
 
（以降 省略） 

家庭用低周波治療器  5 

家庭用超音波治療器 （新設） 2 

家庭用超短波治療器  2 
 
 
別表第八 交流用電気機械器具及び携帯発電機 

電気用品名等 適用章別/
基準番号 政令品名 省令における細部品名等 

電灯付家具 
 ～（略） 
雑音防止器 

 
（略） 

 
（略） 

 

医療用物質生成器  5 
磁気治療器  5 
家庭用電位治療器 （高周波利用のもの） 2 

（その他のもの） 5 
電気冷蔵庫（吸収式） 
 ～（略） 
携帯発電機 

 
（略） 

 
（略） 

備考：表中の＊印は、家具に取り付けられた電気機械器具に適用される章を適用する。 
 
 
1.2適用方法 
 
（以降 省略） 
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